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州か連邦か？複雑すぎる米国
　ケチャップでテンションが上がるというの
はおかしいかもしれませんが、９月６日に出
た判決は、私にとってそんな感じの判決でし
た。Wawrzynski v. H.J. Heinz Company に
は、司法管轄権の複雑さを改めて考えさせら
れました。

　ミシガン州に住むWawrzynskiさんが、ケ
チャップなどの薬味のためのコンテナを発明
して米国特許第 5,767,990号を獲得しまし
た。図４〜図６でわかるように、蓋の部分に
特徴があります。フライドポテトなどを蓋の
中央部に設けられたスリット開口部から突き
刺すようにコンテナに入れ、抜き出すと、そ
の際にポテトの表面をスリット開口部が拭う
のです。これによって、自動的に薬味が無駄
に使われなくなります。

　Wawrzynskiさんはこの特許を1997年に
得、2008年にHeinz社に手紙を送ってこの特
許を売る提案をしました。Heinz社はそれに
興味を示し、Wawrzynskiさんとミーティン
グをしました。その際、彼は、当該特許のコ
ンテナの上をいく「二重機能」の新コンテナ
をHeinz社に提案したようです。あくまで
も、Wawrzynskiさんの主張によりますが、
その「二重機能」の新コンテナは、特許にか
かるコンテナのようにディップ（dip）でき
るのみならず、コンテナから薬味を絞り出す

（squeeze）こともできるものでした。

　上記ミーティングでは、Heinz社は結局興
味がないと言ってWawrzynskiさんを帰しま
した。そしてその数ヶ月後、Heinz社から新
しい「Dip & Squeeze」というケチャップ製
品の販売が始まりました。

　それで、WawrzynskiさんはHeinz社を提
訴しました。

　訴状の提出先は、Wawrzynskiさんが住む
ミシガン州の“州”地方裁判所でした。それ
を受けたHeinz社は、本社がペンシルバニア
州にあることから、ペンシルバニア州への移
転（transfer）を要求し、それが認められて
裁判はペンシルバニア州の“連邦”地方裁判
所に移りました。ここで、ペンシルバニア州
の“州”地方裁判所ではなく、“連邦”地方
裁判所となるのは、当事者が別々の州に属し
ているからです。同じ内容で争っても、当事
者の住所が同一州内か別々の州かで裁判所が
変わってきます。

　次に、ペンシルバニア州の“連邦”地方裁
判所では、特許法がらみの争いであると判断
しました。特許法がからんでくると地方裁判
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所では扱えません。ペンシルバニア州の“連
邦”地方裁判所は略式判決をだし、この訴訟
は “連邦”控訴裁判所（CAFC）に移転され
たのです。

　そして、“連邦”控訴裁判所では、訴訟の
内容を検討した結果、自らの管轄では無いと
判断し、ペンシルバニア州の“連邦”地方裁
判所に裁判を戻しました。

　上で書いた、Wawrzynskiさんが訴訟を提
起するまでのいきさつからわかりますよう
に、争点は一見すると特許権に関係している
ようなのですが、実は特許権とは関係があり
ません。彼が訴状の中で自分の特許のことに
言及したのは経過を説明するため。実際の訴
状では、暗黙契約違反や不当利益が訴えられ
ていたのです。それらは州法の領域ですの
で、“連邦”控訴裁判所の管轄ではないので
す。

　米国は複雑な国です。共和制的統治制度の
下、50の州と１つの区域（ワシントンDC）
とが“雑多”に集まった集合体です。英国か
ら独立するための独立戦争を経て、圧政的な
植民地支配の苦労が身に染みていた米国人は
連邦のようなものが持つ力が恐ろしく、州の
独自の力をしっかりと保つよう勤めました。

今でも、大部分の法律はそれぞれの州が管轄
権を持っています。たとえば、契約法・家族
法・不法行為法などは州の法律に基づき、そ
の内容は州によりかなり異なっているので
す。一方で、個性的な州と州の間で様々な法
上の葛藤が生じます。これを処理するため、
連邦政府が作られ、連邦法が作られました。

　さて、“連邦”控訴裁判所で管轄権がない
と判断された本訴訟は、どこまで戻るのか？
Wawrzynskiさんの争点には“連邦”控訴裁
判所が扱うにふさわしいものがなく、ペンシ
ルバニア州の“連邦”地方裁判所の判断が間
違っていました。一方、州法で判断するべき
事項であっても、原告と被告が別々の州から
来ているなら連邦裁判所が管轄権を持ちま
す。結局、Wawrzynskiさんが提訴した訴訟
は、彼が住むミシガン州の“州”地方裁判所
ではなく、また“連邦”控訴裁判所でもなく、
ペンシルバニア州の“連邦”地方裁判所で裁
かれることになりました。

　で、ペンシルバニア州の“連邦”地方裁判
所での判決は？…管轄権を巡って行ったり来
たりしていて、まだ出ていません。

　ああ、ややこしい！
　建国以来の重要な歴史を積み重ねてつくら
れてきた“合理的”なシステムであるとはい
え、もう少しシンプルにならないものかと思
います。
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